
町内会・自治会の

チラシや文書を

翻訳します
町内会・自治会で回覧や掲示を行う行事の案内や住民へのお知らせ、

外国人区民との交流や相互理解に資するイベントなど
が対象です。

川崎区町内会・自治会活動等翻訳支援事業

川崎市川崎区役所まちづくり推進部企画課
TEL 044-201-3198 FAX 044-201-3209

メール 61kikaku@city.kawasaki.jp

英語
中国語
繁体字・
簡体字

韓国・
朝鮮語

タイ語

事前相談

翻訳依頼書と

日本語原稿を

提出
納品

納品希望日の2週間前
までにご提出ください

紙原稿の場合は納品までに

約1か月見込んでください

下記担当部署に
ご相談ください

利用の流れ

フィリピノ語

ネパール語スペイン語

ベトナム語

ポルトガル語

無料

ミャンマー語

mailto:61kikaku@city.kawasaki.jp

